
農
業
者
年
金

「
現
況
届
」
の
提
出
を
お
忘
れ
な
く
！

　

農
業
者
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方
は
、

平
成
19
年
６
月
30
日
ま
で
に
「
現
況
届
」

を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
平
成

18
年
７
月
１
日
以
降
の
裁
定
者
お
よ
び
支

給
停
止
解
除
者
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
現

況
届
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
）

　

現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
、
提
出
す
る

ま
で
の
間
、
農
業
者
年
金
の
支
給
が
一
時

停
止
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
受
給
し
て
い
た
方
が
亡
く
な
っ

た
場
合
に
は
、
死
亡
届
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。
死
亡
届
を
提
出
し
て
い
な
い

遺
族
の
方
は
、
至
急
農
業
委
員
会
事
務
局

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◉
「
現
況
届
」
の
提
出
場
所

▼
市
役
所
内
農
業
委
員
会
事
務
局

▼
赤
羽
根
支
所
窓
口
係

▼
渥
美
支
所
窓
口
係

魅
力
が
い
っ
ぱ
い
！

新
し
い
農
業
者
年
金

1
積
立
方
式
の
確
定
拠
出
型
年
金

　

加
入
者
・
受
給
者
数
に
左
右
さ
れ
に
く

く
、一
生
涯
受
給
で
き
る
終
身
年
金
で
す
。

2
農
業
従
事
者
は
広
く
加
入
可
能

　

国
民
年
金
１
号
被
保
険
者
で
、
年
間
60

日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
20
歳
か
ら
60
歳

未
満
の
方
な
ら
誰
で
も
加
入
可
能
。
農
地

を
持
っ
て
い
な
い
農
業
者
や
配
偶
者
、
後

継
者
な
ど
の
家
族
従
事
者
で
も
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、脱
退
も
自
由
で
、

そ
れ
ま
で
支
払
っ
た
保
険
料
は
将
来
、
年

金
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

3
保
険
料
を
自
由
に
選
択

　

保
険
料
は
月
額
２
万
円
か
ら
最
高

６
万
７
千
円
ま
で
千
円
単
位
で
自
由
に
選

択
で
き
ま
す
。
ま
た
、
農
業
の
経
営
状
況

や
老
後
設
計
に
応
じ
て
い
つ
で
も
見
直
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

4
税
制
面
で
も
大
き
な
メ
リ
ッ
ト

　

支
払
う
保
険
料
は
全
額
社
会
保
険
料
控

除
、
ま
た
、
受
給
す
る
年
金
は
公
的
年
金

等
控
除
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

5
80
歳
ま
で
の
保
証
が
つ
い
た
年
金

　

加
入
者
や
受
給
者
が
80
歳
前
に
死
亡
し

た
場
合
、
死
亡
一
時
金
と
し
て
、
80
歳
ま

で
受
け
取
る
と
仮
定
し
た
金
額
が
遺
族
に

支
給
さ
れ
ま
す
。

6
認
定
農
業
者
な
ど
の
担
い
手
に
は

　

保
険
料
助
成

　

認
定
農
業
者
な
ど
、
一
定
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
、
基
本
保
険
料

（
２
万
円
）
の
う
ち
、
国
か
ら
最
高
半
額

の
助
成
が
あ
り
ま
す
。

相
続
税
納
税
猶
予
制
度

◉
相
続
税
納
税
猶
予
と
は
？

　

農
家
が
相
続
税
を
支
払
う
た
め
に
、
農

地
を
部
分
的
に
手
放
し
た
り
す
る
こ
と
を

防
ぐ
こ
と
で
、
農
業
経
営
の
維
持
を
図
ろ

う
と
創
設
さ
れ
た
制
度
で
す
。

　

農
業
相
続
人
が
農
業
を
営
ん
で
い
た
被

相
続
人
か
ら
農
地
な
ど
を
相
続
し
、
引
き

続
き
農
業
経
営
を
し
て
い
く
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
、
相
続
税
の
納
税
が
猶
予
さ
れ

る
と
い
う
も
の
で
す
。

◉
猶
予
さ
れ
る
税
額
は
？

　

農
地
の
評
価
額
の
う
ち
、
農
業
投
資
価

格
※
を
超
え
る
部
分
に
対
す
る
相
続
税
の

納
税
を
猶
予
し
ま
す
。
そ
し
て
、
期
限
ま

で
に
一
定
の
条
件
を
満
た
す
と
、
納
税
が

免
除
さ
れ
ま
す
。

※
農
業
投
資
価
格
…
農
地
な
ど
と
し
て
売

買
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
通
常
成
立
す

る
と
国
税
局
長
が
認
め
た
価
格

◉
免
除
さ
れ
る
一
定
の
条
件

▼
農
業
相
続
人
が
死
亡
し
た
場
合

▼
申
告
期
限
か
ら
20
年
が
経
過
し
た
場
合

▼
農
業
相
続
人
が
特
例
の
適
用
を
受
け
た

農
地
な
ど
の
全
部
を
、
農
業
者
に
生
前

一
括
贈
与
し
た
場
合

　

な
お
、
農
地
の
管
理
が
不
適
切
な
場
合

に
は
、
猶
予
税
額
と
利
子
税
を
合
わ
せ
て

納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

農
地
な
ど
は
い
つ
も
良
好
に
耕
作
し
、
保

全
管
理
に
努
め
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

農
業
委
員
会
審
査
件
数

平
成
18
年
１
月
〜
12
月

●
農
地
法
３
条
関
係

農
地
な
ど
に
つ
い
て
、
権
利
の
設
定
ま
た

は
所
有
権
を
移
転
す
る
場
合
の
手
続
き

●
農
地
法
４
条
関
係

自
己
所
有
の
農
地
を
農
地
以
外
の
用
途
に

す
る
場
合
の
手
続
き

●
農
地
法
５
条
関
係

農
地
な
ど
を
農
地
以
外
の
用
途
に
す
る
た

め
の
権
利
の
設
定
ま
た
は
所
有
権
を
移
転

す
る
場
合
の
手
続
き

　　
●
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
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種
別

件
数

面
積

売
買

107

12
万
０
５
２
５
㎡

交
換

15

１
万
６
５
１
０
㎡

贈
与

25

５
万
７
８
６
２
㎡

賃
貸
借

11

１
万
５
１
９
３
㎡

使
用
貸
借

16

10
万
９
２
２
４
㎡

計

174

31
万
９
３
１
４
㎡

種
別

件
数

面
積

許
可

12

６
４
８
３
㎡

届
出

19

１
万
１
６
８
６
㎡

計

31

１
万
８
１
６
９
㎡

種
別

件
数

面
積

許
可

79

７
万
０
８
２
２
㎡

届
出

45

１
万
９
７
６
９
㎡

計

124

９
万
０
５
９
１
㎡

種
別

件
数

面
積

売
買

135

21
万
５
７
７
２
㎡

貸
借

200

50
万
０
８
６
０
㎡

計

335

71
万
６
６
３
２
㎡


